
環 管 第 ７ ４ 号   

 

技術提案実施公告 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３４条第１項の規定による随意契約の方法

により契約を締結するため、次のとおり技術提案を募集します。 

 

令和８年５月２０日 

 

岡山県知事 伊 原 木 隆 太 

 

１ 技術提案に付する事項 

（１）業 務 名 令和８年度児島湖ブルーの復活事業（水生植物の活用） 

（２）契約期間  契約締結日から令和９年３月３１日まで 

（３）事 業 費 ５，２１４，０００円以内（消費税及び地方消費税の額を含む。） 

（４）履行場所  岡山県環境文化部環境管理課の指定する場所 

（５）事業内容等   詳細は、「令和８年度児島湖ブルーの復活事業（水生植物の活用）

委託業務仕様書」（以下「仕様書」という。）のとおり 

 

２ 事業の趣旨 

児島湖に生息する水生植物を増殖させることにより、窒素・りんの吸収作用、底泥の

巻き上がり防止、沈降促進効果による水質浄化を図るとともに、刈り取りにより湖外へ

持ち出すこととなる水生植物の再資源化に向けた有効活用策を検討する。また、水生植

物が有する CO2 吸収能について、ブルーカーボン活用の面からの研究に加え、子供たち

の関心向上に資する環境学習での活用法を模索する。 

このような取組を通じ、児島湖の付加価値と県民の関心の向上に資する。 

 

３ 技術提案に参加できる者の資格 

技術提案の公告日から７（１）に規定する委託候補者が選定される日までの間、次に

掲げる要件のすべてを満たしていること。 

（１）岡山県役務の提供の契約に係る入札参加資格者名簿（以下「入札参加資格者名簿」

という。）に登載されている者であること。 

（２）入札参加資格者名簿の業務種目「大分類４．調査・研究（情報・通信サービスを除

く）」のうち、「小分類１．調査・研究（社会経済分野）、２．調査研究（自然科学分野）

又は小分類３．環境測定」であり、格付区分がＡであること。 

（３）入札参加資格者名簿に登載された事務所所在地が岡山県であること。 

（４）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項の規定に該当

する者でないこと。 

（５）岡山県役務の提供の契約に係る入札参加資格審査要領（平成１９年岡山県告示第

３３２号）に規定する入札参加の停止の措置を受けている者でないこと。 

（６）岡山県から役務の提供の契約に係る入札参加除外の措置を受けている者でないこと。 



（７）岡山県建設工事等暴力団対策会議運営要領に基づく指名除外を受けている者でないこと。 

（８）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てがなされ

ている者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立

てがなされている者（更生手続開始の決定又は再生手続開始の決定を受けている者を

除く。）でないこと。 

 

４ 契約条項を示す場所 

〒７００－８５７０ 

岡山市北区内山下二丁目４番６号 

岡山県環境文化部環境管理課 

電話番号     ０８６－２２６－７３０１ 

ファクシミリ番号 ０８６－２２４－２１４７ 

 

５ 技術提案参加手続等 

（１）仕様書及び様式等の配布期間及び場所 

ア 配布期間 

本公告の日から令和８年６月１日（月）までの（土曜日、日曜日及び祝日を除く。）

午前９時から午後５時まで 

イ 配布場所 

上記４の場所に同じ 

なお、岡山県環境文化部環境管理課のホームページからもダウンロードすること 

ができる。 

（２）技術提案参加表明方法 

ア 提出書類 

様式第１号（令和８年度児島湖ブルーの復活事業（水生植物の活用）に係る技術提案参加表明書） 

イ 提出期限 

令和８年６月１日（月） 午後５時（必着） 

ウ 提出場所 

上記４の場所に同じ 

エ 提出方法 

持参又は郵便（書留郵便、その他これに準じる方法によるものに限るものとし、

イの提出期限までに必着のこと。） 

（３）技術提案参加資格要件の審査 

参加表明書を提出したものについて、上記３の事項について審査し、不適合と認め

られる者に対しては、令和８年６月８日（月）までに「参加資格不適合通知書」（様式

第２号）により結果を通知する。この通知を受けた者は、この技術提案に参加するこ

とができない。 

（４）技術提案に当たっての質問の受付及び回答 

ア 受付期限 

令和８年６月１日（月） 午後５時(必着) 

イ 受付方法 



「令和８年度児島湖ブルーの復活事業（水生植物の活用）に係る技術提案 質問・

回答書」(様式第３号）によりファクシミリで送信すること。電話又は口頭による質

問には応じない。 

ウ 宛先 

岡山県環境文化部環境管理課水環境湖沼保全班 

ファクシミリ番号    ０８６－２２４－２１４７ 

ファクシミリ送信後は、必ず電話で宛先に届いていることを確認すること。 

確認用電話番号（土曜日、日曜日及び祝日を除く午前８時３０分から午後５時

１５分まで） 

０８６－２２６－７３０１ 

エ 回答方法 

岡山県環境文化部環境管理課のホームページに回答を掲載する。ただし、本技術

提案に直接関係のないもの、セキュリティ上、明らかにすることが不適切なもの及

び質問者固有のもの並びにその他回答すること若しくは前記の回答掲載方法が不適

切と認められる質問に対しては、回答を行わないか、又は回答方法を変更する場合

がある。 

 

６ 技術提案 

（１）技術提案書の提出 

技術提案参加者は、「令和８年度児島湖ブルーの復活事業（水生植物の活用）に係る

技術提案書等作成要領」(別紙）により作成した書類を次のとおり提出しなければなら

ない。 

ア 提出期限  

令和８年６月１７日（水） 午後５時（必着） 

イ 提出場所 

上記４の場所に同じ 

ウ 提出書類 

・様式第４号 １部 

・提案書 ７部（正本１部、副本６部） 

エ 提出方法 

持参又は郵便（書留郵便、その他これに準じる方法によるものに限るものとし、

アの提出期限までに必着のこと。） 

（２）技術提案内容の説明会 

技術提案参加者は、（１）により提出した書類について、説明会において内容の説明

を行うこととする。説明会の日時・場所等については、おって連絡する。 

 

７ 委託候補者の選定及び契約の締結等 

（１）委託候補者の選定 

「令和８年度児島湖ブルーの復活事業（水生植物の活用）に係る技術提案評価要領」

に基づき、上記６による書類の内容及び説明会の内容等により、最も優れた委託候補

者を選定し、令和８年７月３日（金）までに「審査結果通知書（選定）」（様式第５号）



によりファクシミリ等で通知する。 

その他の者に対しては、同日までに「審査結果通知書（非選定）」(様式第６号）に

よりファクシミリ等で結果を通知する。 

（２）契約の締結 

委託候補者の決定後、提出された技術提案を基本として当該事業者と岡山県で協議

の上、詳細内容を決定し契約書により契約を締結する。 

なお、委託候補者は、契約を締結しようとするときは、暴力団の排除に係る誓約書

を提出しなければならない。この誓約書を提出しないときは、契約締結を拒んだもの

とみなすので留意すること。 

（３）契約保証金 

岡山県財務規則（昭和６１年岡山県規則第８号）第１５３条及び第１５５条の規定

による。 

（４）契約については、契約書に定める事項のほか、岡山県財務規則その他法令に定める

ところによる。 

 

８ 不適格事項 

次のいずれかに該当するときは、その者の参加及び提案は無効とする。 

（１）技術提案に参加する資格のない者及び上記５の（２）のイの期限までに所定の参加

表明書を提出しなかった者が提案したとき。 

（２）提案書が、上記６の（１）のアの提出期限までに提出されなかったとき。 

（３）提案者が、上記６の（２）に規定する説明を行わなかったとき。 

（４）提案書に不足又は虚偽の内容があったとき。 

（５）提案者が、上記３に定める技術提案に参加できる者の資格を喪失したとき。 

（６）その他、提案者に求められる義務を履行しなかったとき。 

 

９ その他 

（１）本件に関する事項について、電話又は口頭による問合せには応じない。 

（２）提出された提案書等の追加及び修正は認めない。ただし、説明会での補足説明資料

の提示等については、この限りでない。 

（３）提出する提案書は、技術提案参加者ごとに１案のみとする。 

（４）提案書の作成及び提案内容に関する説明会に要するすべての費用は、参加者の負担

とする。 

（５）提出された書類は、委託候補者の選定を行うのに必要な範囲内において複写するこ

とがある。 

（６）提出された提案書等は採否にかかわらず返却しない。 

（７）審査経過は公表しない。 

（８）委託候補者決定後、提案内容について一部調整する場合がある。 

（９）本件手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 


